
２０２５年１２月２９日  

 株式会社山梨中央銀行  

証券取引関連約款の一部改定について  

今般、下記のとおり証券取引に関する約款を一部改定いたします。  

 なお、改定後の約款は、既にお取引いただいているお客さまにも適用いたします。  

 

記  

 

１．改定する約款  

（１）非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款  

  （改定後の約款名称：非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税

累積投資に関する約款）  

（２）未成年者口座および課税未成年者口座開設に関する約款  

 

２．改定日  

  ２０２６年１月１日  

 

３．改定理由  

令和７年度税制改正を受け、ＮＩＳＡ制度が改正されることに伴い、改正後の  

制度内容に則して、約款の表記を変更いたします。  

 

４．約款の改定内容については、こちらからご確認いただけます。  

（１）新旧対照表「非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款」  

（２）新旧対照表「未成年者口座および課税未成年者口座開設に関する約款」  

（３）「非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する

約款」（改定後全文）  

（４）「未成年者口座および課税未成年者口座開設に関する約款」（改定後全文）  

 

以  上  

https://www.yamanashibank.co.jp/assets/files/K20251229_s_h.pdf
https://www.yamanashibank.co.jp/assets/files/K20251229_s_m.pdf
https://www.yamanashibank.co.jp/assets/files/K20251229_h_y.pdf
https://www.yamanashibank.co.jp/assets/files/K20251229_h_y.pdf
https://www.yamanashibank.co.jp/assets/files/K20251229_m_y.pdf

